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＜船内航行組織（例）＞ ○船舶職員
・海技資格を持って船に乗り込み船を動かす指揮をとる人
・船長、機関長、航海士、機関士、通信士など

船長
船の最高責任者。船の針路を決定したり、船員を管理・
監督する。

機関長
船を動かすエンジンや、発電機などさまざまな機械、装
置の運転管理を行う機関部の最高責任者。

航海士
甲板部の船舶職員
航海中の見張り、操船、出入港作業の指揮監督を行

い、港に入港すると荷物の積み下ろしの監督などを行
う。一～三等まで三階級ある。内航船では、三等航海士
まで乗らない船がほとんどです。

機関士
機関部の船舶職員

航海中のエンジン等の運転、監視を行う。一～三等まで
三階級ある。内航船では、三等機関士まで乗らない船が
ほとんどです。

通信長
陸上との無線連絡を担当する船舶職員
現在では通信技術の進歩により船長や航海士などが兼

務している。

○部員
・職員を補助し船内業務を行う人
・甲板部員、機関部員、事務部員など

船内組織と船員の種類

司厨・事務機関部甲板部

船 長

一等航海士
二等航海士
三等航海士

甲板長
甲板手
甲板員

機関長
一等機関士
二等機関士
三等機関士

操機長
操機手
操機員

司厨長
司厨員

無線

通信長
一等航海
士が兼務

外航貨物船の例
（5万トンクラス）

船
舶
職
員

部

員

乗組員計20数名程度
（外国人船員含む。）

司厨・事務機関部甲板部

船 長

一等航海士
二等航海士

機関長
一等機関士
二等機関士

無線

通信業務
は航海士
が兼務

内航貨物船の例

船
舶
職
員

乗組員計６名程度

司厨業務
は乗組員
が分担
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船員の生活パターンの一例

船員の勤務スケジュール

当直体制に入る船員の一日のスケジュール（例）

24時間連続航行する船舶は、3交代（３直制）により、24時間
当直体制を確保。

船員の一年の乗船、休暇下船パターン（例）

船員は陸上労働職と違い、週毎の休暇を取ることが出来ないため、
数ヶ月連続して乗船後、下船し、まとめて休暇を取得。

就寝

朝食

仕事
昼食

休憩

夕食

休憩

仕事

24時

7時

8時

12時13時

18時

19時

20時

当直

自由時間

1月
2月

3月

4月

5月
6月7月

8月

9月

10月

11月
12月

（3ヶ月）

乗船

乗船

乗船

休暇

休暇

休暇
（1ヶ月）

（3ヶ月）

（3ヶ月）

（1ヶ月）

（1ヶ月）

当直

上記、パーゼロ（８～12時、20～０時）の当直は、船長が
即時サポートできる（船長起床中）時間帯のため、三等航海
士が担当するのが一般的。

1月
2月

3月

4月

5月
6月7月

8月

9月

10月

11月
12月

（8ヶ月）

乗船

休暇

（4ヶ月）

内航船員例

外航船員例

一年単位で連続して乗船し、連続して休暇を取得するのが一般的。
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短距離の旅客船等では、より短いサイクルとなっている場合がある。



就職

船舶職員として
３～５年乗船

２級取得

一航・一機
登用

一航士又は一機士として
３年～５年乗船

１級取得

部員として乗船
（６年以上）

職員登用
船長・機関長

登用

養
成
施
設
終
了

４級

３級

就職 ５年後 １０年後 ２０年後１５年後

内 航

外 航

２２才

２０才

３０才前後

２０代後半
４０才前後

４０才前後

船長・機関長
登用

※この頃から、
陸上部門での勤務機会が増加。

・一人前の船長・機関長になるには就職後２０年程度を要する。

就職

船員のキャリアパス（例）

短期養成課程で
６級資格取得
（６か月以上）

一般の学校
を卒業

（陸上から
の転職含）

就職

２２才以上

航海士又は機関士
として乗船
（１０年以上）

45才頃～

船舶管理等
陸上部門で勤務

65才頃～

退職
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※中小船社の場合、定期異動による昇進機会が
少ないため、転職して上位職種に移るケースが多い。



実習生 120名
平成26年4月就航

東
京

小
樽

宮
古

清
水

館
山

富
山

鳥
羽

弓
削

広
島

大
島

唐
津

口
之
津

波
方

芦
屋

神
戸

商船系大学

２校

海技教育機構

８校

商船系高等専門学校

５校

国立大学法人独立行政法人

3,385人･月 2,158人･月 1,376人･月

国土交通省所管

航 海 訓 練 所

座学の実施

１５校の学生に対して一元的に実施

座学の実施 座学の実施

航海訓練所

○座学（理論の習得）を教える15校の船員教育機関（(独)海技教育機構8校、文部科学省所管の商船系大学2校及び
商船系高専5校）と乗船実習（運航技能の習得）を実施する（独）航海訓練所が連携し実施。

※運営費交付金及び職員数（平成2６年度）海技教育機構：2４億円、19６名 航海訓練所：5４億円、406名

横
浜

乗船実習
委託

商船系大学

商船系高等専門学校

海技大学校

海上技術短期大学校

海

技

教

育

機

構

海上技術学校

◆３校：高卒対象
◆修業期間２年

◆４校：中卒対象
◆修業期間３年６月

海技大学校 六級
航海

三級

航海
機関

四級

航海
機関

座 学

内航
440名

外航
370名

※受託実習生は、
平成25年度実績

受託
実習生

船員養成体制

実習生 180名

銀河丸

実習生 180名

青雲丸

実習生 108名

海王丸

実習生 120名

日本丸

乗 船 実 習

200名

10名

30名

40名

160名

230名

140名

平成26年度定員

大成丸

-
2
-
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外航、内航における教育機関卒業者の構成比 （平成25年度卒業者）

海上技術学校等
4人（3%）

水産大学校
12人（10%）

商船系高専
14人（12%）

商船系大学
63人（54%）

水産高校
70人（13%）

・海上技術学校等：海上技術学校、海上技術短期大学校、海技大学校（海上技術学校・短大からの進学コース）
・海大新３級：海技大学校で実施している一般大学卒業者を対象とした３級コース
・海大新６級：海技大学校で実施している６級コース
・民間新６級：民間養成施設で実施している６級コース
・水産高校：海洋漁業系学科、水産工学系学科を卒業した者を対象（全国公立水産関係高等学校一覧及び関連データ（全国水産高等学校長協会発行）より）
・水産大学校：平成24年度に海洋生産管理学科若しくは海洋機械工学科を卒業し、平成25年度に専攻科を修了した者を対象
・東海大学：平成24年度に航海工学科航海学専攻を卒業し、平成25年度に乗船実習課程を修了した者を対象

教育機関を卒業した海上就職者数に対する各教育機関卒業者数の比率（％）

内航
（含む旅客船）

529人
外航
117人

海上技術学校等
316人（60%）

海大新６級
14人（3%）

商船系高専
73人（14%）

商船系大学
12人（2%）

民間新６級
13人（2%）

水産大学校
17人（3%）

東海大学
14人（3%）

東海大学
2人（2%）

海大新３級
22人（19%）
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・内航では海上技術学校が、また外航では商船系大学がそれぞれ基幹的供給源となっている。
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船舶職員の乗組み基準（配乗表）

○船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令（昭和58年政令第13号）別表第一第一号表（甲板部） ○船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令（昭和58年政令第13号）別表第一第二号表（機関部）

甲板部 機関部

［KW］＝0.7355×［PS］

上記海技資格の他、船員に必要な主な資格等（船員法関係）

航海当直部員 航海当直業務を行う部員に必要となる資格

危険物等取扱責任者 タンカー（石油、液化ガス、液体化学薬品）で、危険物取扱業務を管理する者に必要となる資格

衛生管理者 一定の船舶で、船員の健康管理、船内衛生の保持等、衛生管理業務を担当する者に必要となる資格

船舶料理士 一定の船舶で、船内の調理業務を管理する者に必要となる資格

救命艇手 旅客船において、救命艇の操作等を担当する者に必要となる資格
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船舶の大きさや機関出力、航行する区域等に応じ定められた乗組み基準に従い、有資格者である海
技士を船舶職員として乗り組ませなければならない。



船舶の航行区域

8

平水区域：港内・湾内等
沿海区域：20海里以内（約３７Km）
近海区域：東南アジアを含む海域
遠洋区域：全ての海域

船舶の航行区域

近海区域 沿海区域



56,833

38,425

30,013

10,084
8,438

5,030
2,625 2,187 2,263

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000

S49 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H21 H25

（人）

外航日本人船員数の推移

※船員数は乗組員数と予備員数を合計したものであり、わが国の船舶所有者に雇用されている船員である。出典：海事局調べ（平成１７年までは船員統計）

プラザ合意後の急速な円高等によるコスト競争力の喪失から、外国人船員への依存が進み、３５年間でピーク時の約５万７千人か
ら約２,２００人へと減少。

更なる円高（平成7年4月19日：1ドル＝79円75銭（史上最高値）を記録）

プラザ合意（昭和６０年）後の急激な円高に伴い、｢外航船員緊急雇用対策｣（昭和62年）
が実施され、外航日本人船員の内航分野への再雇用が行われた。

変動為替相場性への移行に伴うドル円レートの引き上げ（昭和４６年）による円高基調が、外航海運業の収支構造が悪化。オイ
ルショック（昭和４８年）が海運不況に追い打ち。このため、外航海運業は経費削減を迫られ、便宜置籍国に転籍して外国籍船に
して、税金・人件費削減等の経営効率化を図り、外国人船員への置き換えが始まった。

諸外国でトン数標準税制導入が進むなど我が国外航海運業
に厳しい競争環境下に置かれ、引き続き日本人船員減少

日本人船員数が下げ止まり
船員数ピーク

国際船舶制度（日本籍外航船舶のうち特に重要なものに対する登録免許税、固定資産税
の軽減措置）を導入

船舶職員法を改正し、承認船員制度の導入を図り、船・機長以外の船舶職員について、承認
を受けた外国人船員の配乗を可能とした。（平成１１年）

船・機長２名配乗要件を
撤廃（平成１９年）

トン数標準税制導入（平成２０年度）に伴い、日本船舶・船員確保計画認定制度創設

引き続き、ドル円レート引き上げられ、日本人船員のコストが上昇し、
日本人船員の外国人船員への置き換えが進展した。
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3,336
3,008

2,625 2,650 2,505
2,315 2,187 2,306 2,325 2,208 2,263

0

1,000

2,000

3,000

4,000
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外航船員の現状と課題

外航日本人船員数の推移

平成25年
2,263人

平成15年
3,336人

経済安全保障等の観点から、計画的な日本人船員の確保・育成とともに、日本商船隊の太宗
を占める優秀なアジア人船員の確保・育成が必要。
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増減
（計画開始時→

第４期実績）

外航日本船舶
の確保計画・実績

外航日本人船員
の確保計画・実績

項目 計画開始時
第２期実績
（平成22年度）

第３期実績
（平成23年度）

1,072人 1,103人 1,112人 1,153人 122人 1,206人1,194人

第５期計画
（平成25年度）

77.4隻 95.4隻 118.9隻 131.8隻 65.6隻 169.0隻

第４期実績
（平成24年度）

143.0隻

第１期実績
（平成21年度）

日本船舶・船員確保計画 第4期（平成25年3月）の状況



日本商船隊における国籍別船員比率

出典：全日本海員組合調べ

総計 58,636人

2002年

インド
6.12%

中国
3.61%

ミャンマー
3.98%

韓国
1.75%

インドネシア
1.69%

ベトナム
2.14%

その他
3.09%

日本
3.86%

フィリピン
73.77%

2013年

日本 10.9%

フィリピン 71.8%

インド3.6% 中国3.0%
ミャンマー2.1%

韓国 3.5%
インドネシア

1.0%

ベトナム 1.4%

その他 2.5%

総計 35,466人
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・日本商船隊に乗り組む外国人船員数は増加傾向
・2013年では約96％が外国人、特にフィリ ピン人船員に大きく依存している状況にあり、70%以上
を占めている。

・過去10年の傾向を見ても、フィリピン人船員が太宗を占めている傾向は変わらないが、インド人、
ミャンマー人船員等が増加傾向。



各船社専用練習船
（インストラクター乗船）

＆
商船実習

乗 船 訓 練

日本商船隊

各船社
・アップグレード訓練
・基礎レベル向上訓練

練習船による訓練

民間商船実習

試

験

NYK : NYK-TDG
Maritime Academy

アジア太平洋海事大学
（私立）
【日本も民間出資】

その他船員養成機関

外国籍船
（FOC船）

日本籍船
（マルシップ船）

資
格
承
認

フ
ィ
リ
ピ
ン
の

ラ
イ
セ
ン
ス
取
得

期間雇用

期間雇用

優秀なフィリピン人船員の確保
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・我が国外航大手船社は、フィリピン国内に独自の船員教育拠点を設け、優秀なフィリピン人船員を
学生の段階から確保。

・また、能力評価統一試験（※）等を活用して、一定以上の能力を担保。
※ 能力評価統一試験：MASP(Maritime School  Assessment  Program)

日比船員配乗代理店協会が、比国高等教育委員会の後援で実施

※MASP
選抜

日本籍船の船舶職員として乗り組むためには、
STCW条約締約国の資格証明書を有し、国土
交通大臣の承認を受けることが必要。

※STCW条約：船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

MOL： Magsaysay 
Institute of Shipping

K-Line : K-Line Maritime 
Academy (KLMA)

日本外航大手船社の教育施設



日本籍外航船舶のほとんどがマルシップ方式を採用し、外国人船員を配乗。
最近では、日本人船員は乗り組まず、全員外国人船員で運航する船舶も多くなっている。

マルシップ隻数 １９５隻 （うち、全員が外国人船員の船舶 １３１隻）
※平成26年6月現在

海外貸渡方式（いわゆるマルシップ方式）による外国人船員配乗

外国人船員日本人船員（※）

裸用船契約 定期用船契約

日本籍船

日本人船員 外国人船員 日本人船員＋外国人船員

運航

雇用

日本船社 海外法人 日本船社

雇用

マルシップ配乗形態

13

日本籍船を、一旦、海外法人に貸し渡す（裸用船）ことにより、船員を配乗する権限を海外法人
に移し、外国人船員を配乗する仕組み。
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S49 S55 S60 H  2 H  7 H 12 H 17 H 21 H 25

H20リーマンショックによる貨物輸送量減、燃料価格の上昇

H3バブル崩壊、貨物船不況による係船急増

内航船員数の推移
・モータリゼーションの進展や、船舶数の減少等に伴って、３５年間で約７万１千人から約２万７千人へと減少。
・この間、内航船は、大型化・省力化等が進展し、輸送効率が向上（平均トン数 242トン→673トン）。
・一方で内航船の輸送量は、景気変動による増減はあるが、傾向としてはバブル期を頂点になだらかに減少。

第二次オイルショック(S53) →エネルギー転換による油送船輸送量の大幅減
22万KL(S54)→17万KL(S60)

第一次オイルショック(S48) →輸送量の大幅減
57,484万トン(S48) →45,205万トン(S50)(21.4%減）。

673トン
（H24）

36,600
（H24）

53,702

57,520

44,830

242トン
396トン

（人）/（万トン）
（平均G/T）
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隻数平均総トン数輸送量（万トン）内航船員数
/16,000

/14,000

/12,000

/10,000

/8,000

/6,000

/4,000

/2,000

（隻数）

5,609隻

6,117隻
7,085隻

8,732隻
9,342隻

5,249隻

10,062隻11,161隻

15,408隻



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25

平成25年
26,854 人

平成15年
31,886人

（人）

30歳未満

14.2%

30歳以上

50歳未満

36.1%

50歳以上

49.7%

内航船員の現状と課題

内航日本人船員数の推移

内航船員の年齢構成比

（平成25年10月現在）

５０歳以上の割合
約５０%

（時点は各年10月現在）

（時点は各年10月現在）

50歳以上の内航船員の割合の推移

内航船員については高齢化が著しい（注：約半数が５０歳以上）ことから、大量離職に伴う担い手不足
が生じないよう、十分な数の若年船員の確保・育成が必要。

H18 51.4%

H19 51.6%

H20 51.4%

H21 51.3%

H22 50.7%

H23 50.0%

H24 50.4%

H25 49.7%
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こ
こ
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改
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に
あ
る
。

H25年
50%を下回る。
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H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

50歳以上

50歳未満

40歳未満

30歳未満

３，８１３人

内航船員の年齢構成の推移

・内航船員の高齢化率は改善傾向にあり、また若年層の割合・数とも増加傾向にあるものの、依然として50歳以上

の比率が高い。

・50歳以上の船員が７０歳までに完全にリタイヤすると仮定した場合、今後、２０年程度で１万３千人超の離職が発

生する見込み。

１３，３６１人

13,719人

6,694人

4,682人

15,567人 15,002人14,466人

6,113人 5,828人6,384人6,470人

15,505人 14,294人 13,641人

5,729人

3,480人

4,638人4,795人4,719人

5,515人5,606人

3,300人

4,250人

3,405人 3,435人

4,180人4,292人4,492人

3,598人 3,646人3,554人
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船員の有効求人倍率の推移

平成２５年１０月からの月別有効求人倍率有効求人倍率の推移（陸上との比較）

・船員の有効求人倍率は、近年陸上を上回るペースで上昇しており、高い水準にある。
・特に、今年に入ってからは、内航貨物船の求人倍率が1.8倍台で高止まりしており、ひっ迫感
が出てきている。
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船員の確保・育成に向けたこれまでの取組

１．トライアル雇用に対する支援 ＜H２６予算（１．２．合計）：１１２百万円＞

高齢化が進む内航業界での円滑な若年層の入職・世代交代に向けて、計画的に若年船員を試行雇用する事
業者に対し、6ヶ月間助成金を支給している。

２．若年船員の資格取得に対する支援

タンカー等の専門職域を目指す若年船員のキャリアアップを促進するため、新人船員が危険物等取扱責任者な
どの資格を取得する際の費用の1／2を助成している。

３．内航船を活用した社船実習の導入

内航の基幹職員である4級海技士養成について、平成25年10月から内航貨物船を
活用した社船実習を開始した。3級海技士養成についても、平成26年7月から内航長
距離フェリー・大型貨物船を活用した社船実習を開始する予定である。

４．内航用練習船の就航 ＜H23～25予算（船舶建造費補助金）：1350百万円＞

平成26年4月から、内航用練習船（大成丸）を就航させ、瀬戸内海での航行訓練や出入港の訓練を多数取り入
れるなど、内航船員養成のための特徴ある訓練を実施している。

５．海事広報など海の魅力のPR ＜H26予算：3,390千円＞

関係業界、海事団体とも連携し、海フェスタの開催、帆船一般公開、体験乗船などにより、海の職場の魅力PR、
関心の喚起を図っている。

６．水産高校卒業者の海技資格取得の促進

水産高校卒業者の海技資格の早期取得及び就職機会増大のため、海技資格取得に必要な乗船履歴の見直し
を図った。

内航船員の確保・育成に向けた取組
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船員の確保・育成に向けたこれまでの取組

１．「日本船舶・船員確保計画」認定事業者による認定計画の着実な推進 ＜H26予算：24百万円＞

海上運送法に基づきトン数標準税制の適用を受けようとする事業者は、自ら確保計画を作成、国の認定を受け、
船員確保の取り組みを行っている。

２．外航船を活用した社船実習の拡大

平成21年4月から実施している３級海技士養成に係る外航船を活用した社船実習について、より外航船社の参入
を促進するために、平成２５年に遠洋航海の要件及び教員要件を見直しを図った。

３．外航日本人船員（海技者）確保・育成スキーム

就職活動中の船員教育機関新卒者等を対象に、実際の外航商船で乗船研修、実習等を実施し、特に中小外航
船社で即戦力となる船員・海技者へのキャリア形成、就職支援を図り、日本人船員の雇用促進を図っている。

４．海事広報など海の魅力のPR ＜H26予算：3,390千円＞

関係業界、海事団体とも連携し、海フェスタの開催、帆船一般公開、体験乗船などにより、
海の職場の魅力PR、関心の喚起を図っている。

外航船員の確保・育成に向けた取組
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※グループ化などを実施した場合、両方の助成金を支給（最大 ５１万円）

船員計画雇用促進等事業

◇計画に従って、船員を計画的に雇用する内航海運事業者に、次のいずれかの助成金（※）を支給。

（１）船員計画雇用促進助成金
→新人船員を試行雇用（最大６ヶ月）した場合に助成。

船員教育機関卒業生 ４万円×６月＝２４万円／１人
その他 ６万円×６月＝３６万円／１人

（２）新規船員資格取得促進助成金
→新人船員に必要な資格（海技士や危険物取扱など）の

取得費用の１／２を助成。

上限 １５万円／１人

・内航船員は著しく高齢化（約５割が５０歳以上）。
・内航海運事業者の９９．６％は中小企業。
経営基盤が弱く、若年船員を採用することが難しい内航海運事業者に、試行（トライアル）雇用中の助成金を支給す

ること等により若年船員の雇用を促進。

目 的

事業内容

●若年船員を集中的に確保
●中期的な人材育成システムの確立 →自主的な船員育成
●船員を志望するが育成と事業者との円滑なマッチングを進める

効 果

※これに加え、各地方運輸局で実施している就職説明会（めざせ！海技者セミナー）を活用

20

※25年度支給実績 ： １２３社 ４３０人

（平成25年度は全国７箇所で開催。参加事業者は１４６社、参加人数は１，１８１人。）



日本船舶の確保・船員の育成及び確保に関する基本方針
（国土交通省告示）

日本船舶・船員確保計画の認定制度の概要

日本船舶・船員確保計画の作成（船舶運航事業者等）

日本船舶・船員確保計画の認定（国土交通大臣）

日本船舶の建造等の計画、船員の確保・訓練の計画 等

準日本船舶制度の概要

1. 外航船社と海外子会社との間において、航海命令が発せられた
場合に海外子会社が当該船社に船舶を譲渡することを内容とす
る契約を締結しており、これが確実に履行可能であると認めら
れること

2. その他航海命令による航海に確実かつ速やかに従事させるため
必要となる一定の要件を満たすこと

準日本船舶のトン数の測度は認定時にあらかじめ行うこととし、
外航船社が、準日本船舶を子会社から譲り受ける場合については、
船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律に基づくトン数の測度
を行ったものとみなす。

認定要件

船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例

→日本船舶に国籍を変更するための手続が迅速化

→航海命令による航海に確実かつ速やかに従事できる船舶の確保

みなし
利 益

黒字が多い年でもみなし利益
に課税

黒字が少ないか、赤字の年で
もみなし利益に課税

トン数標準税制の適用を受けると
日本船舶等に係る海運業の利益

年度ごとの
実際の利益

トン数標準税制（平成20年度創設）の概要

○外航船舶運航事業者が、日本船舶・日本人船員の確保
に係る「日本船舶・船員確保計画」を作成し、国土交通
大臣の認定を受けた場合、日本船舶等に係る利益につい
て、みなし利益課税の選択が可能。

○トン数標準税制を導入すると、通常の法人税より高く
なる場合も安くなる場合もあるが、毎年の納税額が予測
しやすくなることから、高額（一隻あたり数十億円から
数百億円）な船舶投資を安定的・計画的に行っていくた
めには、トン数標準税制が有効

平成25年度から、日本船舶に加えて準日本
船舶も対象に追加

日本船舶の増加ペースアップを図るとともに、日
本船舶を補完するものとして準日本船舶を確保す
ることにより、我が国における安定輸送・経済安
全保障の確保が一層促進される。

日本船舶・船員確保計画とトン数標準税制の概要
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スキーム図
［合同⾯談会］
学⽣等と中⼩船社の
マッチング機会

＜前年５〜６⽉＞
就職活動期

後
期
座
学

前
期
座
学

乗船訓練

社船訓練
（定員外）

10月～11月末 12月～翌年6月末 7月～9月末

訓 練 期 間〔 1 年 間 〕

訓練⽣

企業

訓練終了後の
就職を⽬指す

外航志望の若年者と企業とのマッチング機会を設け、事業者視点で訓練生を選定し、外航商船での実務に即し
た乗船訓練等を通じて船員としてのキャリア形成を実施することで、外航船員としての雇用促進を図る。

座学と民間商船における乗船研修を通じて外航船員へとキャリア形成

訓練生の選定

○ 商船高専等を卒業し、３級海技士免許を取得しても外航船社への就職は狭き門

○ 外航船社の即戦力ニーズに応え、新人養成を補完し、採用を促進するため、国交省、全日本海員組合、日
本船主協会、国際船員労務協会が協力し、平成１９年度から実施

事務局：日本船員雇用促進センター(SECOJ)
【実績】 H19～H25 修了者７７名、海事産業就職者６６名（うち外航船社就職３９名）

確保・育成スキーム

外航日本人船員（海技者）確保・育成スキーム
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６級海技士（航海）短期養成

全体で10.5月

筆記試験免除
口述試験不要

座学
２．５月

乗船実習（社船）
２月

養成施設

身
体
検
査

海 技 試 験

６月

乗船履歴
（雇用後）

六級海技士
資格取得

修業期間は４.5月

免
許
講
習

平成２６年３月に、日本内航海運組合総連合会から要望のあった「６級海技士（機関）短期養成制度の

創設要望」を踏まえ、その養成制度におけるカリキュラム、施設等について関係者と検討中。

６級海技士（機関）短期養成の検討

23

○６級海技士（航海）短期養成コース
座学２．５ヶ月 ＋ 社船実習２月 ＋ 乗船履歴６月の合計１０．５ヶ月

で、６級海技士（航海）資格を取得



社船実習の実施状況

年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

学生数 ４０ ４８ ４１ ３１ ３２ ３３

実施事業者数 ３ ３ ３ ３ ３ ３

航海訓練所練習船
１２か月

航海訓練所練習船
１２か月

航海訓練所練習船
９か月

（実施実績、平成２６年度は見込み）外航船

内航長距離フェリー・大型内航貨物船

内航貨物船 （海上技術学校・短大）

（商船系大学・高専）

（商船系大学・高専）

社船実習を行う際の船社の負担 ：学生１人当たり８５万円／月の負担 （航海訓練所における費用実績から算出）。
船社としては、正規の船員に運航業務に加えて教員業務をも行わせることになり、
また、受入れ学生の食費や傷害保険料なども負担することになる。

社船実習 ６か月

社船実習
３か月

社船実習
３か月

年度 ２６

学生数 ４

実施事業者数 ３

年度 ２５ ２６

学生数 ６ １４

実施事業者数 ５ １０
24

・乗船実習は、平成２０年度まで航海訓練所練習船によってのみ実施。
・平成２１年度以降、社船による乗船実習を取り入れ、応用実践力を身につける場として効果。
・今後、さらなる拡大を検討。



エネルギー輸送ルートの多様化に向けた新たな船員需要への対応

エネルギー輸送ルートの多様化への対応に関する検討会

我が国海運業界における船員の状況

エネルギー輸送のために検討を要する事項

シェールガス輸送 ・高度な品質管理に対応できる優秀な船員の養成

北極海航路を利用したLNG輸送 ・極海を航行するための特別な知識・技能が求められる優秀な船員の養成

液化水素輸送
・高度な品質管理に対応できる優秀な船員の養成

○東日本大震災に伴う原発停止以降、我が国のエネルギー需給構造は大きく変化しているため、安定的かつ低廉なエネルギー調達が喫緊
の課題となっている。

→ 海事局ではパナマ運河を経由したシェールガス輸送、北極海航路、豪州からの液化水素輸送等エネルギー輸送ルートの多様化に対応
した安定的な輸送を確保するため、我が国の技術・技能を活かした海運・造船分野の戦略的な取組を検討。

LNG船を運航する船員（特に幹部船員）は、法令で定められた危険物輸送船としての船員資格に加え
て、荷主からの要求事項（LNG船の乗船履歴等）も求められるのが通例となっている。

→今後急増が予定されている船舶に対応するための船員の育成が喫緊の課題であるが、必要な乗船履歴を
取得するには年月を要する。

船員確保に際しての課題

25
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（注）上記データの出典は下記のとおり。
船員数：船員法第111条報告
外国人承認船員：海技課（対総務課長所管事項説明資料（外国人船舶職員承認制度））
日本商船隊：海事レポート
内航隻数：SHIPPING NOW
有効求人倍率：雇用対策室

主要船員等統計数値一覧

（参考)

船員数（平成25年10月1日現在） 65,084

うち外航 2,263

うち内航 26,854

うち漁船 20,359

外国人承認船員（平成25年4月1日現在） 5,918

日本商船隊（平成24年6月末現在） 2,848

うち日本籍船 150

うち外国用船 2,698

内航隻数（平成25年度末現在） 5,302

うち貨物船 3,463

うち専用船 1,839

有効求人倍率（平成25年平均） 1.29



ご議論いただきたいポイント（１）

１．内航船員の確保等について

（１）高齢化が著しい内航船員について、今後見込まれる離職に対応しつつ、若年入職船員の十分な確保、育
成を図っていくための取組みを、中長期的に進めるべきではないか。

＜具体的な論点の例＞

・ 商船系高専、水産高校などからの入職の促進

・ 短期、即戦力を希望する中小船社に対応した短期養成制度の導入・拡大 等

（２）建設投資等の経済動向に伴う中短期での荷動きの活発化等に対応して、柔軟に運航要員の需要変動に
対応可能な仕組みが必要ではないか。

＜具体的な論点の例＞

・ 早期退職した女性、自衛官、高年齢層などの積極活用

・ 輸送需要の繁閑に対応した船員派遣等相互活用の円滑化 等

２．外航船員の確保等について

経済安全保障等の観点から必要な日本人船員の確保を進めるとともに、あわせて、現に日本商船隊の運
航の太宗を支えている外国人船員を引き続き安定的に確保するための取組みを進めるべきではないか。

＜具体的な論点の例＞

・ 日本人船員確保計画による計画的な船員の確保育成

・ 中小外航船社への円滑な入職への支援

・ ODA等を活用したアジア人船員養成への支援、対話推進 等 27



ご議論いただきたいポイント（２）

３．その他海上労働、生活環境の改善等

（１）LNG輸送等今後成長が見込まれるエネルギー輸送分野において、ひっ迫しつつある有資格船員を、安定

して確保していくための取組みを進めるべきではないか。

＜具体的な論点の例＞

・ 外航LNG輸送の拡大等に対応した船員確保への取組み

・ 内航タンカー等における資格取得など、キャリア形成・支援 等

（２）幅広く船員志望者を求めるとともに、入職後も定着を図っていく上で、ディジタルディバイドの改善など、魅

力ある職場の実現、洋上での生活環境の向上に向けた取組みを進めていくべきではないか。

＜具体的な論点の例＞

・ 洋上における音声・データ通信、放送受信環境の改善 等

28
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